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各国の税制

日　本 韓　国 フランス

国

*1
[中央政府]
○所得課税（所得税、法人税）

○消費課税（消費税、揮発油税、酒
税、たばこ税

○資産課税等（相続税）

*3
[中央政府]
○内国税
　・直接税（所得税、法人税、相続・贈与税）
　・間接税（付加価値税、特別消費税、酒税、
    印紙税、証券取引税）
○関税
○交通・エネルギー・環境税
○教育税
○農漁村特別税

*4
[中央政府]
○所得課税（所得税、法人税）

○消費課税（付加価値税）

○資産課税等（相続税、贈与税）

広
域
自
治
体

*1
[都道府県]
○所得課税（県民税、事業税）

○消費課税（地方消費税、自動車税
等）

*3
[特別市・広域市・道・特別道]
○普通税（取得税、登録税、免許税、レジャー税）
○目的税（共同施設税、地域開発税、地方教育税）

[特別市・広域市・特別道のみ]
○普通税（住民税、自動車税、屠畜税、たばこ消費
税、走行税）
○目的税（土地計画税）

[特別道のみ]
○普通税（財産税）
○目的税（事業所税）

*1
[レジオン]
○直接税（既建設地税、未建築地
税、職業税）

○間接税（自動車所得税、石油製品
内国消費税等）

中
間
自
治
体
・
基
礎
自
治
体
連
携

（該当なし）
〈組合に課税権なし〉

（該当なし）

*1
[デパルトマン]
○直接税（既建設地税、未建築地
税、住居税、職業税、自動車税、不
動産登録税）

○間接税（自動車保険契約税等）

基
礎
自
治
体

*1
[市町村]
○所得課税（市町村民税）

○資産課税等（固定資産税、都市計
画税等）

*3
[市・郡・自治区]
○普通税（取得税、財産税）
○目的税（事業所税）
[市・郡のみ]
○普通税（住民税、自動車税、屠畜税、
　　　　　　　たばこ消費税、走行税）
○目的税（土地計画税）
[自治区のみ]
○普通税（免許税）

*1
[コミューン]
○直接税中心（既建設地税・未建築
地税・住居税、職業税）

○都市計画諸税、ゴミ収集税、公共
交通機関税、滞在税、その他諸税

課
税
対
象
決
定

*1
○国が主たる税目を決定

*2
○法定外税あり

*3
○法定の税目以外に各地方自治団
体が条例で税を創設することは認め
られていないが、地域開発税では任
意税目制度が採用されており、法定
外税に近い役割を果たしているとも
いえる。

*2
○地方税は法律で規定

*1
○任意の税目が多数存在
○任意の減免が多数存在

税
率
決
定

*1
○国が標準税率を決定
○地方団体は、財政上その他の必
要があると認める場合には税率の変
更が可能

*3
○16の地方税目中、11税目に対する
税率決定権が地方自治団体に付与
されている。

*1
○自治体が税率を決定
（コミューンは、一部不可）

賦
課
徴
収

*1
○基本的に各自治体が徴収
<例外>
・地方消費税：国が徴収
・都道府県民税：市町村が徴収

*3
○地方税の賦課徴収は基礎自治団
体が行っている。
○基礎自治団体は区域内の広域自
治団体の税を徴収し、広域自治団体
に納入する義務を負う。

*1
○国が地方税を含め徴収

政
府
間
の
税
目
配
分

区分

地
方
税
制

単一制国家



各国の税制

スウェーデン オランダ 英国（イングランド例）

国

*4
[中央政府]
○所得課税（個人・法人所得課税）

○消費課税（一般消費税・特定消費税）

○財産課税

*5
[中央政府]
○所得課税（所得税、賃金税、法人
税）
○消費課税（付加価値税、環境関連
税、自動車税）
○資産課税等（富裕税）

*4
[中央政府]
○所得課税（所得税、法人税）

○消費課税（付加価値税）

○資産課税等（相続税）

広
域
自
治
体

*1
[ランスティング]
○所得課税（比例税率の個人所得税
による単一税制）

*5, 6
[プロヴィンス]
○消費課税（プロヴィンスが独自に
徴収できる財源は自動車税に限られ
ている） （該当なし）

中
間
自
治
体
・
基
礎
自
治
体
連
携

（該当なし）

*7
[ウォーターボード]
○消費課税（汚染税）

○資産課税等（ウォーターボード料）
*6
「広域公共団体」に課税権なし（総じ
て、オランダでは課税権のほとんど
が国に帰属するという税構造となっ
ている）

（該当なし）

基
礎
自
治
体

*1
[コミューン]
○所得課税（比例税率の個人所得税
による単一税制）

*6
[ヘメーンテ]
○不動産税が大半を占めるが、その
他に樹木伐採許可税、ごみ・下水道
処理税、犬税などが僅かにある

*1
○（カウンシルタックスによる単税制
度；1993年～）

*17
○国が設定する上限の範囲で、ノン・
ドメスティック・レイトの追加課税が可
能；2009年～

課
税
対
象
決
定

*2
○法定外税は可能（導入なし）

*1
○国会が課税対象を決定

*6
○プロヴィンス及びヘメーンテは法律
によって認められた税以外に新たな
税目を制定することはできない。しか
し、供給するサービスに要する費用
との関連性があれば、手数料に関し
ては任意に制定することができる。

*2, 18
○地方税は法律で規定

○国が税率制限権を持つ
（中央政府は自治体のカウンシル
タックスの上昇を抑える権能を有して
いる）

税
率
決
定

*1
○自治体が税率を決定

*6
○税率に関しては法律で定められた
上限があり、ヘメーンテがこの上限を
上回る税率を設定することはできな
い。

*18
○地方政府が（それぞれの財政状況
に応じてカウンシルタックスの）税額
を決定

賦
課
徴
収

*1
○国が地方税を含め徴収

*6
○地方自治体等の自主財源としては地
方税(belasting)が存在するが、予算全体
に対する割合はプロヴィンス、ヘメーンテ
ともにわずかである。

○プロヴィンス税として課している自動車
税は、本来国税としても課されているもの
で、この追加税的な要素で、プロヴィンス
が課税徴収している。

○税収の大部分については、国が直接
徴収を行うが、プロヴィンス、ヘメーンテも
また特定の税目や課徴金などは徴収。ま
た、ウォーターボードもまた課税権を持っ
ている。

*1
○一層目の地方政府（ディストリク
ト、ユニタリー、ロンドン・バラなど）が
徴収

単一制国家
区分

政
府
間
の
税
目
配
分

地
方
税
制



各国の税制

ドイツ アメリカ カナダ スイス

連
　
邦

*4
[連邦]
○所得課税（所得税<連邦・
州・市町村の共同税>、法人税
<連邦・州の共同税>）

○消費課税（付加価値税<連
邦・州・市町村の共同税>）

*4
[連邦]
○所得課税（個人、法人所
得税）
○消費課税（酒税、たばこ
税）
○資産課税等（遺産税・贈
与税）

*4
[連邦]
○所得課税（個人・法人所
得税）

○消費課税（財貨・サービス
税）

*15
[連邦]
○所得課税（連邦直接税、
予納税）

○消費課税（付加価値税、
鉱油税、印紙税、たばこ税）

州

*4
[州]
○所得課税（所得税、法人
税、売上税<以上、共同税>）

○資産課税等（不動産取得
税、相続税、自動車税）

*4
[州]
○所得課税（個人、法人所
得税）

○消費課税（小売売上税、
個別間接税）

*4
[州]
○所得課税（個人・法人所
得税）
○消費課税（小売売上税、
共通売上税）
○資産課税等（財産税）

*15
[州]
○所得課税（個人所得税、
住民税または世帯税）

○資産課税等（個人財産
税、法人所得資本税、不動
産利益税、相続・贈与税）

広
域
自
治
体
・
基
礎
自
治
体
連
携

（該当なし）
〈郡、市町村連合に課税権なし〉

*10
州政府は、連邦憲法の特別規
定による制約を除き、固有の完
全な課税権を有しており、連
邦・州間では税目の重複が見
られる。一方、地方政府は、州
から課税権を委譲される形をと
り、通常、州が税目を設定し、
税率については、一定の制限
の範囲で地方政府に自由度が
認められている例が多い。

*13
カナダには市町村とは別に
学校区というものが存在し、
学校区の財源となる不動産
税がある。基本的には、州
のルールで課税し、徴税は
市町村が実施し、それを学
校区に渡す方式を採用して
いる州が多いようである。

*16
ほとんどの州では郡は単なる
州の行政区画であり、法人格を
もたない。ただし、シュヴィーツ
州の郡とグラウビュンデン州の
サークル（cercle）は、法人格、
固有の組織、一定の自治権を
持つ公共団体である。サークル
は、規則を定め税を徴収する
権限を持つ。

基
礎
自
治
体

*4
[市町村]
○所得課税（所得税、法人
税、売上税<以上、共同税
>、営業税）

○資産課税等（不動産税）

*4
[市町村]
○消費課税（小売売上税）

○資産課税等（財産税）

*4
[市町村]
○資産課税等（財産税）

*15
[市町村]
○所得課税（個人所得税、
住民税または世帯税）

○資産課税等（個人財産
税、法人所得資本税）

課
税
対
象
決
定

*2
○独自税目創設権
　州税は連邦法で規定
　（大半は全国一律の税率）
　地方政府は、法定外税あり
（連邦は、共同税、連邦税、州
税の立法権を持つとともに、地
方税の一部の基本構造を決
定）

*2
○独自税目創設権：
　州税は州法で規定
　（一部憲法上の制限あり）
　地方政府税は、州法で規
定

*2
○独自税目創設権：
　州税は州法で規定
　（一部憲法上の制限あり）
　地方政府税は、州法で規
定

*16
州は連邦税と重複しない範囲
で独自に州税を定めることがで
き、地方税の中身も名称も州に
よりさまざまである。市町村に
ついては連邦憲法には特に規
定はなく、州の課税権を根拠と
して州が一定の権限を与えて
いる。

税
率
決
定

*2, 9
○税率設定権
　州：なし（不動産取得税は可）

　地方政府：あり（一部不可）

○市町村は、地方税の一部
の賦課率を決定

*2
○税率設定権
　州：あり
　地方政府：あり（一部不可。州
による税率制限の規定あり。制限
の有無・内容は州による）

*2
○税率設定権
　州：あり
　地方政府：あり（一部不可。州
による税率制限の規定あり。制限
の有無・内容は州による）

*16
個人所得税も法人所得税も
累進的だが、州によって税
率が異なっていたり、自治
体によって税率が異なって
いたりする。

賦
課
徴
収

*8
○（税収入総額の約70%を
占める）共同税（所得税、法
人税、売上税など）の徴収
は州政府が行う。

*9
○州の独自税源（地方消費
税・地方奢侈税）についての
権限の一部強化（ドイツ基
本法第105条第2a項の改
正：2006年9月～）

*11
○国税と社会保険料につい
ては、内国歳入庁（IRS） が
一元的に徴収

*12
○他方、アメリカではいろい
ろなレベルの地方の徴税機
関が間接税の徴収に従事し
ている

*14
○個人所得税・法人所得税
については連邦－州間の徴
税協定により連邦が行う場
合が多い。
○売上税については州が、
固定資産税については地方
政府が行っている。

*16
州の税務当局は州ごとで異
なるが、市町村税の取扱い
を基準に次の4つに分けるこ
とができる。①市町村の税
務当局が州税と市町村税の
課税・徴税を行う州，②州の
税務当局が州税を課税・徴
収し、市町村税は市町村の
税務当局が管轄する州、③
州の税務当局が州税と市町
村税ともに管轄する州、④
税目、納税者、市町村の地
理的条件によって州が市町
村に権限を配分する州。

連邦制国家
区分

政
府
間
の
税
目
配
分

地
方
税
制
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